
合併協定書

伊 野 町

吾 北 村

本 川 村

平成１６年２月２４日
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１ 合併の方式

伊野町、吾北村及び本川村を廃止し、その区域をもって新しい町を設置する新設

（対等）合併とする。

２ 合併の期日

合併の期日は、平成１６年１０月１日とする。

３ 新町の名称

新町の名称は 『いの町（いのちょう 』とする。、 ）

４ 新町の事務所の位置

新町の事務所の位置は、住民の利便性を確保することを優先するとともに、官公

署との連携、交通網の利便性、町としての機能の充実、社会資本の整備状況等総合

的に判断して、伊野町１７００番地１とする。なお、新庁舎は、おおむね５年以内

に伊野町に建設する。

５ 財産及び債務の取扱い

３町村の所有する財産及び債務は、すべて新町に引き継ぐ。

６ 地域審議会の取扱い

自然豊かな特色を生かし、地域の発展を住民と共に進めていくため総合支所方式

、 、 、 、とし かつ 各種団体等との連携を一層強化し 新町の一体性を確保することから

市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号。以下「合併特例法」と

いう ）第５条の４に規定する地域審議会は、設置しない。。

７ 議会議員の定数及び任期の取扱い

（１） ３町村の議会議員は、合併特例法第７条第１項第１号の規定を適用し、

平成１７年５月３１日まで引き続き新町の議会議員として在任する。

（２） 在任特例適用後の議員定数は、２４人とする。

（３） 在任特例適用後の一般選挙における選挙区は、設けない。

（４） 議会議員の報酬等は、同規模の自治体の例をもとに合併までに調整する。

８ 農業委員の定数及び任期の取扱い

（１） 新町に１つの農業委員会を置き、３町村の農業委員会の選挙による委員で

あった者は、合併特例法第８条第１項第１号の規定を適用し、平成１７年７月１９日ま

で引き続き新町の農業委員会の選挙による委員として在任する。
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（２） 新たに選任される委員の任期は、選挙による委員の任期の在任期間とする。

（３） 農業委員会委員の報酬は、日額報酬を基本として合併までに調整する。

９ 一般職の身分の取扱い

（１） ３町村の一般職の職員は、合併特例法第９条の規定により、すべて新町の職

員として引き継ぐ。

（２） 職員の定数は、３町村の定数の合計とする。なお、合併後に定員適正化計画

を策定し、定員管理の適正化に努める。

（３） 職員の職名は、合併時に調整する。

（４） 職員の給与の支給日は、合併時に調整する。

（５） 職員の給与は、処遇及び給与の適正化の観点から、統一するよう調整する。

なお、合併時の職員は、現給を保障する。

１０ 地方税の取扱い

（１） 個人町村民税

① 税率は、現行のとおり標準税率を適用する。

② 納期は、次のとおりに設定する。

第１期 ６月１日から同月３０日まで

第２期 ８月１日から同月３１日まで

第３期 １０月１日から同月３１日まで

第４期 １２月１日から同月２５日まで

（２） 法人町村民税

税率は、次のとおりに設定する。

① 均等割（超過税率）

② 法人税割（制限税率） １４．７％

資本等の金額 従業員数 税　額

５０億円超 ５０人超 ３，６００，０００円

１０億円超５０億円以下 ５０人超

５０人以下

２，１００，０００円

４９２，０００円

１億円超１０億円以下 ５０人超

５０人以下

４８０，０００円

１９２，０００円

１千万円超１億円以下 ５０人超

５０人以下

１８０，０００円

１５６，０００円

１千万円以下 ５０人超 １４４，０００円

前各号に掲げる法人以外の法人等 ６０，０００円
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（３） 固定資産税

① 税率は、現行のとおり標準税率を適用する。

② 納期は、次のとおりに設定する。

第１期 ４月１日から同月３０日まで

第２期 ７月１日から同月３１日まで

第３期 ９月１日から同月３０日まで

第４期 １１月１日から同月３０日まで

③ 縦覧期間は、合併後決定する。

④ 評価方法は、合併後策定する。

（４） 軽自動車税

① 税率は、現行のとおり標準税率を適用する。

② 取得・廃車等の受付事務は、合併後も本庁及び総合支所にて行う。

③ 交付済みの３町村名のナンバープレートは、そのまま使用可とする。

なお、希望により、新町のナンバープレートに変更も可とする。

④ 納期は、５月１日から同月３１日までとする。

１１ 特別職の身分の取扱い

（１） 町長、助役、収入役

① 町長のほか常勤の特別職として、助役及び収入役を置く。なお、任期は、法

令の定めるところによる。

② 新町の長の職務執行者（以下「職務執行者」という ）は、３町村の長が別。

に協議して定める。

（２） 教育委員会委員

① 委員の数は、５人とし、常勤の教育長を置く。

② 職務執行者が臨時に選任する委員は、３町村の委員であった者の中から伊野

地区３人、吾北地区１人、本川地区１人を基本とし、３町村の長の協議により

定める。

③ 職務執行者が招集する初の教育委員会は、合併の日に開催する。

（３） 選挙管理委員会委員

委員は、伊野地区２人、吾北地区１人、本川地区１人を基本とし、３町村の

委員であった者の互選により、合併の日に定める。

さらに、合併後最初に招集される議会において、委員及び補充員の選挙を

行って定める。
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（４） 固定資産評価審査委員会委員

① 委員の定数は、３人とする。

② 職務執行者が選任する委員は、３町村の委員であった者の中から、伊野地区

１人、吾北地区１人、本川地区１人を基本とし、３町村の長の協議により定め

る。

③ 新町長が選任する委員は、町長就任日に職務執行者が選任した同一の委員と

し、最初に招集される議会の同意を得て就任する。

（５） 監査委員

、 、 。 、委員は 新町長就任後 最初に招集される議会の同意を得て就任する なお

それまでの間は、空白期間とする。

（６） その他非常勤の特別職

① 審議会・委員会等の附属機関は、次のとおり取り扱う。

ア 現に３町村で設置されていて、合併後も引き続き設置する必要のあるもの

は、原則として統合する。

イ １～２町村のみに設置されているものは、合併後速やかに調整する。

ウ 人数、任期は、現行の制度をもとに調整する。

、 、 。② その他の特別職で 引き続き設置する必要のあるものは 合併後も設置する

１２ 条例、規則等の取扱い

条例、規則等は、合併協議会で同意を得た調整方針等に基づき次の区分により整

備する。

（１） 合併時に職務執行者の専決処分あるいは職権により、即時制定し施行するも

の

（２） 一定の地域に暫定的に施行するもの

（３） 合併後、逐次制定し、施行するもの

１３ 事務機構及び組織の取扱い

（１） 伊野町役場を本庁とし、吾北村役場及び本川村役場をその行政区域を所管す

る総合支所とする。伊野町の既設の支所は、出張所とする。なお、事務機構及

び組織は、次の点を基本として調整する。

① 住民の声を適正に反映することができる組織・機構

② 住民にとってわかりやすく、利用しやすい組織・機構

③ 簡素で効率的な組織・機構

④ 指揮命令系統が明確な組織・機構

⑤ 新たな行政課題に迅速に対応できる組織・機構
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（２） 総合支 所は、地区住民に最も身近な行政拠点として、日常性の高い行政

サービスの提供を行うとともに、住民参画や地区のまちづくりを推進する。

① 日常性の高い行政サービスの提供（諸証明の交付といった窓口サービス等）

② 地域の特定課題・需要に関する業務機能の付与

③ 地域福祉の展開

④ まちづくりの推進、自治の振興

⑤ 住民活動の支援

⑥ 地域情報の収集・提供

⑦ 地域内公共施設の運営管理

１４ 一部事務組合等の取扱い

（１） 圏域で構成される一部事務組合

① 仁淀地区国民健康保険病院組合

合併特例法第９条の２の規定により、合併の前に規約変更し、現行のとおり

存続する。共同する事務は、新町の全地区を対象として行う。

② 仁淀川下流衛生事務組合(し尿処理)

合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の伊野地区を対象として加

入する。

③ 仁淀消防組合

、 、 、ア 常備消防は 合併の日の前日をもって脱退し 合併の日に新町の伊野地区

吾北地区を対象として加入する。

イ 非常備消防は、合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の全地区

を対象として加入する。

④ 仁淀川中央清掃事務組合

合併特例法第９条の２の規定により、合併の前に規約変更し、現行のとおり

存続する。共同する事務は、新町の伊野地区を対象として行う。

⑤ 高知中央西部焼却処理事務組合

合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の伊野地区、吾北地区を対

象として加入する。

⑥ 嶺北広域行政事務組合

ア 事務局

合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の本川地区、吾北地区を

対象として加入する。
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イ 衛生センター

合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の本川地区、吾北地区を

対象として加入する。

ウ 清掃センター

合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の本川地区を対象として

加入する。

エ 最終処分場

合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の本川地区を対象として

加入する。

オ 老人ホ－ム大豊園

合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の本川地区を対象として

加入する。

カ 老人ホ－ム嶺北荘

合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の本川地区を対象として

加入する。

キ 常備消防

合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の本川地区を対象として

加入する。期間は、平成２０年３月３１日までとし、その後は、仁淀消防吾

北分署の管轄区域とする。分署の建物は、新町が引き取り、公共施設として

広く活用する。

ク 非常備消防

合併の日の前日をもって脱退する。公債費残高は、新町に引き継ぐ。

ケ 介護認定審査会

合併の日の前日をもって脱退する。

コ 広域政策室

合併の日の前日をもって脱退する。

（２）全県下的な一部事務組合等

① 高知県自治会館管理組合

合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の全地区を対象として加入

する。

② 高知県消防補償等組合

合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の全地区を対象として加入

する。
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③ 高知県町村職員退職手当組合

合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の全地区を対象として加入

する。

④ 高知県町村交通災害共済組合

合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の全地区を対象として加入

する。

⑤ 高知県議会議員公務災害補償組合

合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の全地区を対象として加入

する。

⑥ 高知県広域食肉センタ－事務組合

合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の全地区を対象として加入

する。

⑦ こうち人づくり広域連合

合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の全地区を対象として加入

する。

１５ 使用料、手数料等の取扱い

（１） 各種施設使用料は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

（２） 道路・河川占用料は、事前に調整のうえ合併時に統一する。

（３） 公営住宅

① 家賃は、平成１７年度から統一する。ただし、家賃の統一により新しく適用

される家賃が、従前の家賃を上回ることとなる入居者に対しては、平成１７年

度から平成１９年度までの間、次の表により負担の調整を行い、家賃の減額措

置を講じる。

② 駐車場料金及び共益費は、現行のとおり徴収する。

（４） 手数料は、住民の一体性の確保を図るとともに、住民負担に配慮し、負担の

公平の原則により、合併時に統一する。

年度 負担調整率 家賃の算定

平成１７年度 ０．２５ 従前家賃＋（新家賃－従前家賃）×０．２５

平成１８年度 ０．５０ 従前家賃＋（新家賃－従前家賃）×０．５０

平成１９年度 ０．７５ 従前家賃＋（新家賃－従前家賃）×０．７５
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１６ 公共的団体等の取扱い

、 、 、公共的団体等は 新町の一体性を確保するため それぞれの実情を尊重しながら

統合又は再編の調整に努める。

（１） ３町村に共通している団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整に努

める。

（２） ３町村に共通している団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合

併後速やかに統合又は再編できるよう調整に努める。

（３） 独自の目的を持った団体は、現行のとおりとする。

１７ 各種団体への補助金、交付金の取扱い

（１） 各種団体への補助金、交付金の取扱い

① 同一あるいは同種の補助金等は、関係団体の理解と協力を得て統一の方向で

合併後調整する。

② 独自の補助金等は、従来の実績等を考慮し、補助金等の目的を明確化し、均

衡を保つよう合併後調整する。

（２） 財団法人本川村開発公社への補助金の取扱い

現行のとおり新町に引き継ぐ。

１８ 町、字の区域及び名称の取扱い

「伊野町 「吾北村 「本川村」を「いの町」に置き換え、町、字の区域及び名称」 」

は、従前のとおりとする。

１９ 町村の慣行の取扱い

（１） 町章は、合併後検討する。

（２） 町の花、木、鳥、キャッチフレ－ズは、合併後検討する。

（３） 姉妹都市は、新町に引き継ぐ。

（４） 町民憲章は、合併後検討する。

（５） 名誉町民は、すでに伊野町において功績を称え、その称号を贈っていること

から、新町の名誉町民として引き継ぐ。

２０ 国民健康保険事業の取扱い

（１） 保険税の税率は、国民健康保険事業の健全で円滑な運営を確保することがで

きる額に合併時に統一する。

（２） 軽減措置は、合併時に統一する。
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（３） 納期は、次のとおりに設定する。

仮算定 第 １ 期 ５月１日から同月３１日まで

〃 第 ２ 期 ６月１日から同月３０日まで

本算定 第 ３ 期 ７月１日から同月３１日まで

〃 第 ４ 期 ８月１日から同月３１日まで

〃 第 ５ 期 ９月１日から同月３０日まで

〃 第 ６ 期 １０月１日から同月３１日まで

〃 第 ７ 期 １１月１日から同月３０日まで

〃 第 ８ 期 １２月１日から同月２５日まで

〃 第 ９ 期 １月１日から同月３１日まで

〃 第１０期 ２月１日から同月 末日まで

（４） 国民健康保険運営協議会は、合併時に統合する。

（５） 国保財政調整基金は、新町に引き継ぐ。

（６） 高額療養費の貸付基金は、新町に引き継ぐ。

（７） 高額療養費の貸付限度額は、合併時に統一する。

（８） 保健事業は、合併後策定する。

２１ 介護保険事業の取扱い

（１） 介護認定審査会、介護認定訪問調査方法及び調査員は、合併時に統合する。

（２） 介護保険料は、３町村において差があるため、第２期介護保険事業運営期間

（平成１５年度から平成１７年度）は、現行のとおりとし、第３期介護保険事

業計画（平成１８年度から平成２２年度）策定の中で調整を図り、平成１８年

度から統一する。

（３） 普通徴収にかかる納期は、次のとおりに設定する。

仮算定 第 １ 期 ５月１日から同月３１日まで

〃 第 ２ 期 ６月１日から同月３０日まで

本算定 第 ３ 期 ７月１日から同月３１日まで

〃 第 ４ 期 ８月１日から同月３１日まで

〃 第 ５ 期 ９月１日から同月３０日まで

〃 第 ６ 期 １０月１日から同月３１日まで

〃 第 ７ 期 １１月１日から同月３０日まで

〃 第 ８ 期 １２月１日から同月２５日まで

〃 第 ９ 期 １月１日から同月３１日まで

〃 第１０期 ２月１日から同月 末日まで
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（４） 介護保険準備基金及び介護サービス貸付基金は、新町に引き継ぐ。

（５） 給付事務及び保険料賦課事務は、合併時に調整する。

２２ 消防団の取扱い

（１） 消防団の名称は 「いの町消防団」とする。、

（２） 区域は、新町の全域とする。

（ ） 、 、 。 、 、３ 組織は 現行のとおり新町に引き継ぎ 合併後調整する ただし 団長１名

副団長９名以内とする。

（４） 消防団員の任用は、新町に居住し、又は勤務する１８歳以上の者とする。

（５） 報酬は、年額とし個々の額は、次のとおりとする。

団 長 ： ８２，５００円 副 団 長 ： ６９，０００円

分 団 長 ： ５０，５００円 副分団長 ： ４５，５００円

部 長 ： ４０，０００円 班 長 ： ３７，０００円

団 員 ： ３６，０００円

（６） 費用弁償は、出動１回につき５，０００円とし、旅費は、新町役場職員に準

ずる。

２３ 各種事務事業の取扱い

２３－ １ 電算システム事業の取扱い

当面、既存の電算システムを活用しながら、住民サービスの低下を招かないよ

うに合併時に電算システムの統合を図る。

なお、住民記録系システムのうち、伊野町においてのみ電算化が図られている

印鑑証明発行システム、戸籍管理システムは、合併時に各総合支所においても、

電算化を図る。

２３－ ２ 広域行政事務組合の取扱い

（１） 仁淀川広域市町村圏事務組合

合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の全地区を対象として加

入する。

（２） 嶺北広域市町村圏事務組合

合併の日の前日をもって脱退する。
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２３－ ３ 各種福祉制度の取扱い

（１） 老人保健医療事務は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（２） 乳幼児医療費助成事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（３） 重度心身障害児・者医療費助成事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（４） 母子家庭医療費助成事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（５） 幼児医療費助成事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、伊野町の例により

平成２１年度から統一する。

（６） 心身障害児・者医療費助成事業は、伊野町の例により合併時に統一する。

（７） 特別児童扶養手当は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（８） 児童手当は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（９） 児童扶養手当は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（１０） 子育て支援センター事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（１１） 子育て支援短期利用事業は、伊野町の例により合併時に統一する。

（１２） チャイルドシート補助金は、チャイルドシート貸付事業に移行する。

（１３） チャイルドシート貸付事業は、伊野町の例により合併時に統一する。

（ ） 、 。１４ 私立保育園運営費補助は 伊野地区において現行のとおり新町に引き継ぐ

（１５） 外出支援サービス事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（１６） 軽度生活援助事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

（１７） 住宅改修支援事業は、吾北地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合

併後統一する。

（１８） 住宅改修支援事業（理由書助成分）は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（１９） 訪問理美容サービス事業は、伊野地区において現行のとおり新町に引き継

ぎ、合併後検討する。

（２０） 転倒骨折予防教室は、伊野地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合

併後調整する。

（２１） アクティビティ・痴呆介護教室は、伊野地区において現行のとおり新町に

引き継ぎ、合併後調整する。

（２２） 地域住民グループ支援事業は、伊野地区において現行のとおり新町に引き

継ぎ、合併後調整する。

（２３） 高齢者食生活改善事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（２４） 運動指導事業は、伊野地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後

検討する。

（２５） 生きがい活動支援通所事業は、伊野地区、吾北地区、本川地区において現

行のとおり新町に引き継ぐ。



- 12 -

（２６） 生活管理指導事業（指導員派遣）は、事前に調整のうえ、合併時に統一す

る。

（２７） 食の自立支援事業は、伊野地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合

併後調整する。

（２８） 家族介護教室は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（２９） 家族介護用品の支給は、吾北地区、本川地区において現行のとおり新町に

引き継ぎ、合併後統一する。

（３０） 家族介護者交流事業は、伊野地区、吾北地区において現行のとおり新町に

引き継ぎ、合併後調整する。

（３１） 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業は、伊野地区において現行のとお

り新町に引き継ぎ、合併後調整する。

（３２） 緊急通報体制整備事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、伊野町の例によ

り合併後統一する。

（３３） 老人保護措置事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（３４） 老人日常生活用具給付等は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（３５） 機能訓練Ｂ型は、伊野地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後

調整する。

（３６） 生活支援ハウス運営事業は、本川地区において現行のとおり新町に引き継

ぐ。

（ ） 、 、 。３７ 老人クラブ活動等補助は 現行のとおり新町に引き継ぎ 合併後統一する

（３８） 住宅改造支援事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。

（３９） 敬老事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

（４０） 敬老年金は、伊野地区、本川地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、

合併後段階的に調整し統一する。

平成１７年度 伊野地区、吾北地区：８５歳以上 １万円

本川地区：８１歳以上 ３万円

平成１８年度 伊野地区、吾北地区：８５歳以上 １万円

本川地区：８２歳以上 ２万５千円

平成１９年度 伊野地区、吾北地区：８５歳以上 １万円

本川地区：８３歳以上 ２万円

平成２０年度 伊野地区、吾北地区：８５歳以上 １万円

本川地区：８４歳以上 １万５千円

平成21年度以降は、伊野町の例により統一して実施する。
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（４１） 高齢者福祉施設管理は、伊野地区、本川地区において現行のとおり新町に

引き継ぐ。

（４２） 老人在宅介護手当は、現行のとおり新町に引き継ぎ、伊野町の例により平

成２１年度から統一する。

（４３） 福祉機器・用具の貸出は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（４４） 在宅高齢者等オムツチケット交付事業は、伊野地区において現行のとおり

新町に引き継ぎ、合併後統一する。

（４５） 在宅福祉実践事業（配食サービス事業）は、吾北地区、本川地区において

現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

（４６） シルバーハウス運営事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（４７） ミニ・デイサービスは、伊野地区において現行のとおり新町に引き継ぐ。

（４８） 高齢者住宅軽改造助成事業は、吾北地区において現行のとおり新町に引き

継ぎ、平成２１年度において検討する。

（４９） 福祉電話事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（５０） 身体障害者デイサービスは、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（５１） 身体障害者短期入所事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（５２） 身体障害者援護措置は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（５３） 身体障害者・知的障害者相談は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（５４） 日常生活用具給付等事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（５５） 身体障害者更生医療給付費は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（５６） 身体障害児・者補装具給付費は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（５７） 身体障害者ホームヘルプサービス事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（５８） 更生訓練費支給事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（５９） 福祉手当は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（６０） 障害児福祉手当は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（６１） 特別障害者手当は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（６２） 身体障害者手帳受付・交付事務は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（６３） 授産施設の相互利用事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（６４） 身体障害者施設支援費は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（６５） 知的障害者施設支援費は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（６６） 身体障害者居宅生活支援費は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（６７） 知的障害者居宅生活支援費は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
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（６８） 障害児居宅生活支援費は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（６９） 施設入所者医療補助は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（７０） 精神保健福祉法事務は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（７１） 精神障害者短期入所事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（７２） 精神障害者居宅介護等事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（７３） 心身障害者扶養共済制度事務は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（７４） 市町村社会参加促進事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（７５） 障害児・者福祉機器給付事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（７６） 住宅改造支援事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（７７） 障害者地域生活支え合い事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（７８） 心身障害者通所援護事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（７９） 障害者団体補助は、現行のとおり新町に引き継ぎ、同一あるいは類似する団

体は、合併後統合する方向で調整を図り、助成等の見直しを行う。

（８０） 福祉タクシー、ガソリン事業は、伊野町の例により合併時に統一する。

（８１） 在宅障害児・者啓発活動、友愛訪問活動事業は、伊野地区において現行のと

おり引き継ぎ、合併後統一する。

（８２） 心身障害児福祉年金事業は、伊野地区において現行のとおり引き継ぎ、合併

後統一する。

（８３） 生活保護事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（８４） 災害弔慰金、災害障害見舞金支給は、現行のとおり新町に引き継ぎ、伊野町

の例により合併後統一する。

（８５） 災害援護資金貸付は、現行のとおり新町に引き継ぎ、伊野町の例により合併

後統一する。

（８６） 戦没者遺族弔慰金は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（８７） 戦没者等の妻に対する特別給付金等は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（８８） 母子寡婦福祉資金貸付は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（８９） 民生委員推薦会は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。

（９０） 災害見舞金支給は、事前に調整のうえ、合併時に統一する。

（ ） 、 、 。９１ 民生児童委員協議会補助は 現行のとおり新町に引き継ぎ 合併後統一する

（９２） 行旅困窮者措置費法外援助（行旅人）は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合

併後調整する。

（９３） ゲートボール場管理は、吾北地区、本川地区において現行のとおり新町に引

き継ぐ。
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（９４） 遺族会補助は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

（９５） 戦没者追悼式等は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

（９６） 母子父子家庭新入学・卒業記念事業は、伊野地区において現行のとおり新町

に引き継ぎ、合併後検討する。

（９７） 金婚夫婦記念事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

（９８） 長期入院患者見舞金は、合併時に検討する。

（ ） 、 、 。９９ 心配ごと相談所運営事業は 現行のとおり新町に引き継ぎ 合併後調整する

（１００） 社会福祉活動推進校の育成は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整す

る。

（１０１） 給食センター運営は、本川地区において現行のとおり新町に引き継ぐ。

（１０２） ボランティアセンター事業は、伊野地区において現行のとおり新町に引き継

ぎ、合併後調整する。

（１０３） ふれあいのまちづくり事業は、伊野地区において現行のとおり新町に引き継

ぎ、合併後調整する。

（１０４） 団体補助は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

（１０５） 障害者計画は、合併後策定する。

（１０６） 母子保健計画は、合併後策定する。

（１０７） 高齢者福祉計画は、合併後策定する。

２３－ ４ 水道事業の取扱い

（１） 上水道・簡易水道・飲料水供給施設・専用水道・小規模給水施設・その他

の水道事業

① 会計区分は、伊野地区は、現行のとおり新町に引き継ぎ、吾北地区、本川

地区においては、合併時に統合する。

② 水道施設は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

③ 水道及びメーターの使用料金は、次表のとおり合併時に統一する。

④ 検針業務は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

⑤ 加入金は、伊野町の例により合併時に統一する。

なお、吾北村において実施中（平成１５年から平成１７年度）の事業につ

いては、従前のとおりとし、新たな事業から適用する。

⑥ 手数料は、伊野町の例により合併時に統一する。

⑦ 工事負担金は、伊野町の例により合併時に統一する。

⑧ 小規模給水施設補助事業は、伊野町の例により合併時に統一する。
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ア 水道料金

イ メーター使用料金

口径 １３㎜ ７０円

口径 ２０㎜ １２０円

口径 ２５㎜ １４０円

口径 ３０㎜ ２２０円

口径 ４０㎜ ３００円

口径 ５０㎜ １，２００円

口径 ７５㎜ １，５００円

ウ 料金は、ア及びイに定める金額の合計金額に１００分の１０５を乗じて

得た額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）と

する。

（２） 下水道事業は、伊野地区において現行のとおり新町に引き継ぐ。

２３－ ５ 町村立学校等の通学区域の取扱い

（１） 小・中学校の通学区域は、現行のとおりとするが、児童・生徒の希望によ

り弾力的な運用に努める。

（２） 通学バスの運行等は、現行のとおりとする。

２３－ ６ 広聴広報関係事業の取扱い

（１） 広報紙は、合併後も発行し、希望者への配布は、合併後調整する。

（２） 地区懇談会、区長・部落長会は、合併後調整して実施する。

（３） 防災行政無線による放送は、現行のとおりとする。

種別 用途
基本料金 超過料金

㎥（１ につき）
基本水量 基本料金

専用

一般用 ㎥８ ４８０円 ９５円

営業用 ㎥１０ ６５０円 １０５円

臨時用 ㎥１ につき１９５円

共用 ㎥１ につき９５円
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（４） ホームページは、新町の発足と同時に立ち上げる。

２３－ ７ 納税関係の取扱い

（１） 納税貯蓄組合

① 「伊野町納税貯蓄組合助成金等に関する規則」に準じて、合併時に統合す

る。

② 納付書は、直接個別送付とする。

（２） 前納報奨金

① 報奨率は、１００分の０．５とする。

② 全期前納は、２回の納期を設ける。

２３－ ８ 防災関係の取扱い

（１） 地域防災計画は、合併後速やかに策定する。

（２） 災害対策本部及び配備体制は、合併後速やかに本・支所ごとに定める。

（３） 災害時の相互応援支援協定は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（４） 防災訓練は、地域防災計画策定時に計画する。

（５） 避難場所は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（６） その他防災組織設置は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（７） 防災行政無線

① 同報系無線（固定系）は、既設備を運用し、緊急放送体制を確保する。

② 移動系防災無線は、既設備を運用する。

２３－ ９ 保健衛生関係事業の取扱い

（１） 各種健診事業

① 基本健診は、現行のとおり新町に引き継ぎ、伊野町の例により合併後統一

する。

② ガン検診は、現行のとおり新町に引き継ぎ、伊野町の例により合併後統一

する。

③ 妊婦健診、乳児健診は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

④ 乳幼児健診は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

（２） 結核予防事業は、合併後調整する。

（３） 予防接種事業

① インフルエンザの予防接種は、伊野町の例により合併時に統一する。
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② その他の予防接種は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（４） 歯科予防事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

（５） 健康まつりは、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後実施要領等を策定す

る。

（６） 献血は、合併後調整する。

（７） 生ごみ処理機助成事業は、伊野町の例により合併時に統一する。

（８） ごみ収集体制

① 伊野地区、吾北地区は、伊野町の例により合併後統一する。

② 本川地区は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

③ 収集委託先は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

２３－１０ 公の施設の取扱い

（１） ３町村において、現在保有している公の施設は、現行のとおり新町に引き

継ぐ。

（２） 公の施設の名称は、必要に応じ合併後調整する。

（３） 本川村国民健康保険直営診療所は、非常に厳しい経営内容であるが、町民

の健康増進と福祉の充実のため、山間地域に密着した唯一の医療施設と位置

付け、新町に引き継ぎ経営改善を図る。

（４） 在宅介護支援センター

① 基幹型支援センターは、伊野町の基幹型支援センターを新町の基幹型支援

センターとする。

② 地域型支援センターは、合併後調整する。

③ 各種事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ実施する。

（５） 保育所

① 事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

② 保育料

ア 保育所は、現行のとおり新町に引き継ぎ、伊野町の例により平成２０年

度から統一する。

イ へき地保育所は、地域性を考慮し、合併後調整する。

２３－１１ 人権対策関係事業の取扱い

（１） 人権事業は、合併後も継続して実施する。

（２） 啓発事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
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（３） 男女共同参画事業は、事前に調整のうえ、新町に引き継ぐ。

２３－１２ 農林水産関係事業の取扱い

（１） 農業

① 農業振興地域整備計画は、事前に調整のうえ、合併後策定する。

② 中山間地域等直接支払事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

③ 水田農業対策事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。

④ 農地・農業用施設災害復旧事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、伊野町

の例により合併後統一する。

⑤ 畜産振興は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

⑥ 農業資金利子補給事業は、事前に調整のうえ、合併時に統一する。

⑦ 農業振興助成制度は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後検討する。

（２） 林業

① 森林整備計画は、合併後策定する。

② 森林整備地域活動支援事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

③ 鳥獣被害駆除防除対策事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一

する。

④ 林業補助事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後検討する。

２３－１３ 商工観光関係事業の取扱い

（１） 商業工業振興

① 商工団体等への助成は、現行のとおり新町に引き継ぎ、同一あるいは類似

する団体は、合併後統合する方向で調整を図り、助成等の見直しを行う。

② 企業誘致は、吾北地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後必要

に応じて検討する。

（２） 観光振興

① 関係団体への助成は、現行のとおり新町に引き継ぎ、同一あるいは類似す

る団体は、合併後統合する方向で調整を図り、助成等の見直しを行う。

② 観光 イ ベン ト 事業 は、現行の とおり新町に 引き継ぎ、合 併後速やかに

検討・調整（財政面、スケジュール等）する。
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（３） その他の事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

２３－１４ 建設関係事業の取扱い

（１） 町村道等は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（２） 私道整備事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

（３） 道路維持管理事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

（４） 道路舗装及び道路災害等事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調

整する。

（ ） 、 、 。５ 入札関係事務は 事前に調整のうえ 伊野町の例により合併時に統一する

（６） がけくずれ住家防災対策事業

① 町村単独事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後検討する。

② 県単補助事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、伊野町の例により合併後

統一する。

（７） がけ地近接等危険住宅移転事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後

調整する。

２３－１５ 学校教育関係の取扱い

（１） 教育表彰は、合併後検討する。

（２） 学校給食は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後速やかに全小中学校で

実施する。

（３） 修学旅行助成事業は、合併後検討する。

（４） 奨学金貸付事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。

（５） 国際理解教育事業

① 派遣及び交流事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

② 受入事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後検討する。

（６） ヘルメット購入補助事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整す

る。

（７） 教育相談員事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併時に統合する。

（８） 心の教室相談員事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（９） ＡＬＴ派遣事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（１０） スクールカウンセラー事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（１１） 教育指導員事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

（１２） 幼稚園就園援助は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。
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（１３） 公立幼稚園運営は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。

（１４） 中学校職場体験学習は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

（１５） 中学校寄宿舎管理運営は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（１６） 本川中学校山村留学制度は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（１７） 吾北分校新入生授業料補助は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（１８） 教育研究所は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。

（１９） 適応指導教室は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（２０） プール開放は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

（２１） 休校管理は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

（２２） 地域教育推進事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。

２３－１６ 社会教育関係の取扱い

（１） 社会教育関係

① 成人式は、合併後統合する。

② 校庭開放児童会は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

③ その他の社会教育関係は、合併後策定する。

（２） スポーツ振興関係

① スポーツ振興は、合併後も推進する。

② スポーツ関係の団体は、合併後統合するよう調整する。

③ 大会・教室・講習会等は、合併後速やかに調整し、独自のものは、現行の

とおり新町に引き継ぐ。

（３） 文化振興関係

① 文化祭は、合併後調整する。

② 文化協会は、合併後統合するよう調整する。

（４） 文化財関係は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

（５） 各種団体関係は、合併後統合するよう調整する。

（６） 青少年育成関係は、合併時統合する。

（７） 公民館運営管理業務等は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

２３－１７ 社会福祉協議会の取扱い

（１） 社会福祉協議会は、合併時に統合するよう調整する。

（２） 新町は、社会福祉協議会と協力し、住民が安心して生活できるよう、少子

高齢化社会に向けた福祉の充実に努める。

（３） 委託事業並びに補助事業は、事業目的・効果を総合的に判断し、合併後検
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討する。

２３－１８ 定住促進対策の取扱い

（１） 結婚祝金は、吾北地区、本川地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、

段階的に減額し、平成２１年度に廃止する。

平成１８年度 吾北地区：１５万円

本川地区：１０万円

平成１９年度 吾北地区、本川地区：１０万円

平成２０年度 吾北地区、本川地区： ５万円

（２） 出産祝金は、伊野地区、吾北地区、本川地区において現行のとおり新町に

引き継ぎ、伊野町の例により平成２１年度から統一する。

（３） 百歳祝金は、本川地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、段階的に減

額し、平成２１年度に廃止する。

平成１７年度 ４０万円

平成１８年度 ３０万円

平成１９年度 ２０万円

平成２０年度 １０万円

（４） 農業者育成事業は、吾北地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、

平成２１年度までに見直す。

（５） 林業者育成事業

① 補 助 事 業 は 、 吾 北 地 区 に お い て 現 行 の と お り 新 町 に 引 き 継 ぎ 、

平成２１年度までに見直す。

② 奨 励 金 事 業 は 、 本 川 地 区 に お い て 現 行 の と お り 新 町 に 引 き 継 ぎ 、

平成２１年度までに見直す。

③ 研修事業は、吾北地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後検討

する。

（６） その他の事業

① 住宅対策及び宅地分譲は、合併時に吾北村の例により吾北地区、本川地区

において実施し、平成２１年度までに見直す。

② 就職奨励金とＵ・Ｉターン転校準備金は、合併時に廃止する。

２４ 新町建設計画

新町建設計画は、別添「いの町建設計画」に定めるとおりとする。














